
H28 H29 H30 R01 R02

11,069.47t 10,915.84t 11,293.90t 11,389.67t 12,064.41t

△153.63t +378.06t +95.77t +674.74t
△1.4% +3.5% +0.8% +5.9%

3,532.97t 3,623.64t 3,595.04t 3,651.31t 3,415.19t

+90.67t △28.60t +56.27t △236.12t
+2.6% △0.8% +1.6% △6.5%

14,602.44t 14,539.48t 14,888.94t 15,040.98t 15,479.60t

△62.96t +349.46t +152.04t +438.62t
△0.4% +2.4% +1.0% +2.9%

合計
 （前年比較）

※新治地方広域事務組合環境クリーンセンターへのごみ搬入については令和３年３月１３日まで

※令和２年度については、霞台クリーンセンターみらいの試運転期間（令和２年１２月１４日～令和
　３年３月３１日）のごみ搬入量を含む

令和２年度一般会計決算審査関係資料

令和３年８月３１日　市民部環境保全課

年度別ごみ搬入量について

家庭系ごみ
 （前年比較）

事業系ごみ
 （前年比較）



平成３０年度
　　浄化槽設置補助金内訳

処理人槽 設置数 補助額 補助金額
5人槽  (窒素除去能力) 20 444,000 8,880,000

県上乗せ分（転換） 5 201,000 1,005,000
県上乗せ分（転換外） 15 89,000 1,335,000

6～7人槽(窒素除去能力） 18 486,000 8,748,000
県上乗せ分（転換） 14 286,000 4,004,000

県上乗せ分（転換外） 4 158,000 632,000
8～10人槽（窒素除去能力） 2 576,000 1,152,000

8～10人槽  (窒素リン除去能力) 1 963,000 963,000
県上乗せ分（転換） 2 383,000 766,000

県上乗せ分（転換外） 0 211,000 0
県上乗せ分（転換窒素リン除去） 1 1,100,000 1,100,000

県上乗せ分（転換外窒素リン除去） 0 928,000 0
単独槽撤去分 12 90,000 1,080,000

合　計 41 29,665,000

令和元年度
　　浄化槽設置補助金内訳

処理人槽 設置数 補助額 補助金額
5人槽  (窒素除去能力) 23 444,000 10,212,000

県上乗せ分（転換） 15 201,000 3,015,000
県上乗せ分（転換外） 8 89,000 712,000

6～7人槽(窒素除去能力） 20 486,000 9,720,000
県上乗せ分（転換） 19 286,000 5,434,000

県上乗せ分（転換外） 1 158,000 158,000
8～10人槽（窒素除去能力） 2 576,000 1,152,000

8～10人槽  (窒素リン除去能力) 0 963,000 0
県上乗せ分（転換） 2 383,000 766,000

県上乗せ分（転換外） 0 211,000 0
県上乗せ分（転換窒素リン除去） 0 1,100,000 0

県上乗せ分（転換外窒素リン除去） 0 928,000 0
単独槽撤去分 30 90,000 2,700,000

宅内配管工事費補助分 30 300,000 9,000,000
合　計 45 42,869,000

令和２年度
　　浄化槽設置補助金内訳

処理人槽 設置数 補助額 補助金額
5人槽  (窒素除去能力) 28 444,000 12,432,000

県上乗せ分（転換） 15 201,000 3,015,000
県上乗せ分（転換外） 0 89,000 0

6～7人槽(窒素除去能力） 28 486,000 13,608,000
県上乗せ分（転換） 24 286,000 6,864,000

県上乗せ分（転換外） 0 158,000 0
8～10人槽（窒素除去能力） 4 576,000 2,304,000

8～10人槽  (窒素リン除去能力) 0 963,000 0
県上乗せ分（転換） 4 383,000 1,532,000

県上乗せ分（転換外） 0 211,000 0
県上乗せ分（転換窒素リン除去） 0 1,100,000 0

県上乗せ分（転換外窒素リン除去） 0 928,000 0
単独槽撤去分 39 90,000 3,510,000

宅内配管工事費補助分 39 300,000 11,518,000
合　計 60 54,783,000

令和２年度一般会計決算審査関係資料

年度別浄化槽補助整備設置状況

※県上乗せ分とは、高度処理型浄化槽を設置する場合において、茨城県浄化槽設置事業費等補助金交付要項に定めてあ
る上乗せ補助金を受けることが出来ることです。原資として、茨城県森林湖沼環境税が充てられております。

令和３年８月３１日　市民部環境保全課


